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1. 背景と目的 

	 ニューヨーク市では、これまで歴史的建造物の保全を行

うために未利用容積を移転する制度（以下、「容積移転制度」）

を順次導入してきた。代表的な制度として、未利用容積を

開発権として道路を挟んだ反対側の敷地に移転させるラン

ドマーク容積移転（1965年創設）、開発権を一定の地区内に
移転させる特別地区容積移転（1972 年創設）がある。しか
し、これらの容積移転制度は、歴史的建造物の保全には一

定の成果を果たしたが、建物の活用を促進するには無力で

あっために一部の歴史的建造物は放置された状態に陥って

いた(1)。そこで市では、未利用容積の買主から負担金を徴収

し、歴史的建造物の活用に資する取り組みに資金援助する

容積移転負担金制度を近年相次いで導入している。この制

度を 1998年に初めて導入したのが、ミッドタウン特別地区
シアター街区である。当街区では、歴史的建造物である劇

場の未利用容積を移転する際に買主である開発事業者から

一定の資金を集めるシアター街区ファンドが設置されてお

り、その資金が劇場の活用を促進する活動に交付されてい

る。 
	 同制度の実態について言及した文献には、シアター街区

ファンドを運営するシアター街区協議会（Theater Subdistrict 
Council）がシアタービジネスを変革させる取り組みを継続
的に支援していることを報告したもの 1)、近年のシアター街

区内の容積移転においてファンドに拠出された資金額を報

告したもの 2)がある。しかし、これらの文献では、容積移転

負担金制度の導入経緯や活用実態などの詳細は明らかにさ

れておらず、劇場の活用促進に向けた取り組みを十分に把

握することが出来ない。 
	 そこで本研究では、容積移転負担金制度の導入過程、特

別地区容積移転の活用実態、シアター街区ファンドの運営

実態を解明することで、歴史的建造物の保全と活用促進に

向けた取り組みを明らかにすることを目的とする(2)。 
 

2. 研究の構成と方法 

  本研究では、はじめに市都市計画委員会が 1967年に作成
したシアター特別地区指定に関する報告書3)、1982年と1998
年に作成されたミッドタウン特別地区の指定 4)及び改正 5)に

関する報告書、さらに既往文献 6) 7)や新聞記事などを基に容

積移転負担金制度の導入過程を把握した。（第 3章）次に市
財務局による不動産登記情報データベースを用いて、1998
年の改正内容が発効された 2001 年から 2015 年末までのシ
アター街区内における全ての特別地区容積移転の活用実態

を明らかにした。また、シアター街区協議会の年次報告書
8)を基にシアター街区ファンドへの資金拠出状況を把握し

た。（第 4章）さらにシアター街区ファンドの運用実態を明
らかにするため、シアター街区協議会の補助金交付ガイド

ライン 9)、補助金交付実績に関する報告書 10)などから各団体

への補助金交付状況を分析し、さらに市都市計画局や支援

先団体へのヒアリング調査(3)などを通して補助金の活用実

態を検証した。（第 5章） 
 
3. 容積移転負担金制度の導入過程 

3-1 1967年シアター特別地区の創設 
	 1960 年代、劇場が集積するタイムズスクエア周辺は、犯
罪・麻薬・ポルノによって荒廃し、市都市計画局はクリア

ランス型の都市開発による再生を検討していた。1966 年、
タイムズスクエア北西に位置するアスターホテルをオフィ

スに建て替える計画が持ち上がり、市に開発事業者からタ

ワー規制の撤廃(4)と容積率緩和の提案が持ち込まれた。そこ

で市都市計画局は、この再開発において 35年ぶりとなる新
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たな劇場建設を要請し、タワー規制の撤廃と指定容積率の

20%分を対価とした容積率緩和を付与することを決定した。
この特別許可を参考にして、市では 1967年にタイムズスク
エア周辺（6th Ave.から 8th Ave.と 40th St.から 57th St.に囲ま
れた地域）をシアター特別地区に指定し、地区内で劇場を

新たに建設した場合に指定容積率 20%分の容積率を緩和す
る制度を導入した 11)。この制度によって 4 つの再開発によ
って 5つの劇場(5)が新設された。しかし、再開発に伴って新

設劇場を上回る数の既存劇場が解体(6)されるといった矛盾

が生じ、市民から既存劇場の保全を求める声が高まった。 
 
3-2 1982年ミッドタウン特別地区シアター街区の創設 
	 そこで市都市計画局では、1982年に保全すべき 44の劇場
をリスト化し、ランドマーク保全法による指定を受けた後

に、劇場上空の未利用容積を開発権として地区内に移転す

ることを可能とする制度「特別地区容積移転」を導入した。

この制度によって、地区内では 大で指定容積率の 20%分
まで劇場所有者から未利用容積を購入することが可能とな

った。また、市は劇場保全計画の作成や維持管理の監視を

行うために、劇場所有者、プロデューサー、俳優、建築家、

労働組合などの代表者から構成されるシアターアドバイザ

リー協議会を設置した(7)。なお、この改正によってシアター

特別地区は、隣接するフィフスアベニュー特別地区などと

統合され、ミッドタウン特別地区シアター街区として再指

定された。 
�1984 年、シアターアドバイザリー協議会は劇場保全計画
を公表し、各劇場の保全計画に加えて、シアター産業の拡

大によって劇場の活用度を高めるためにニューヨークシア

ター基金の設立を提案した。これは容積移転の一部利益や

民間や自治体からの資金を活用して、劇場を適切に維持管

理するための支援に加えて、公共性が高く収益性の低い公

演に対する助成、さらに学校へのシアター教育プログラム

の導入などを目的とした 12)。しかし、市都市計画局は自ら

の業務分掌を逸脱するものであり、さらに民間のビジネス

に公的資金を投入することは困難であるとして提案を拒否

した 13)。一方、容積移転は劇場所有者がランドマーク保全

法による指定を頑なに拒んだために遅々として進まなかっ

た。その 大の理由がランドマーク保全法の指定による劇

場の収益悪化である。劇場では公演ごとに舞台装置や照明

設備を設置する必要があるため、建物に手を加えることが

一般的であった。そのため、劇場がランドマーク保全法に

指定された場合、技術的な観点から公演内容が制限された

り、制作費用が増加してしまう恐れがあった 14)。しかし、

ランドマーク保全委員会は、1987 年にリスト化された劇場
のうち 28 の劇場をランドマークとして一方的に指定した。
これに対して劇場所有者は指定を無効として市を告訴した

が、州上級裁判所によって告訴は棄却されるに至り、両者

は対立を深めていった。 
�1988 年、シアターアドバイザリー協議会は、容積移転を
促進するためにシアター街区の拡大（5th Ave.から 9th Ave.

と30th St.から60th St.に囲まれた地域）を提案した。しかし、
市都市計画局はこの提案を拒否し、その代替案として容積

移転を促進するためのシアター維持ボーナスを新たに導入

した。この制度は、劇場所有者に対して街区内に移転可能

な 100%の容積率を新たに付与し、その容積率が移転されて
利用されている間は劇場としての利用を続けることを義務

付けるものであった。しかし、この制度は不確定な要素が

多く、一度も使われることは無かった 15)。こうした両者の

思惑の食い違いによって、1982 年に導入された容積移転は
1998年まで 4件しか活用されず、劇場の保全活用に容積移
転が大きく貢献したとはいえない状況にあった。 
	 このように現在のシアター街区ファンドは、特別地区容

積移転が導入された初期段階にシアターアドバイザリー協

議会によって発案されたものであったが、市都市計画局の

協力が得られず実現に至らなかった。 
 
3-3 1998年シアター街区改正と容積移転負担金制度の導入 
�1994 年、ニューヨーク州と市は、遅々として進まない再
開発の促進とシアター産業の育成を行うために、ウォルト

ディズニー社に対して 3,000 万ドルの低利融資と税制優遇
を付与し、10 年以上放置されていたニューアムステルダム
劇場の大規模改修とミュージカルの上演を要請した。さら

に市都市計画局は、ディズニー社の進出を契機に再開発を

誘引するために、シアター街区の拡大（8th Aveから西へ150ft
拡大）、容積移転量の拡大（指定容積率の 20%を 44%まで増
加）、容積移転負担金制度の導入とシアター街区ファンドの

創設（容積移転 1sfあたり 10ドルを徴収）、ファンドを運営
するシアター街区協議会の設置などを市都市計画委員会に

提案した。 
�市都市計画委員会は、翌年に公聴会を開催し、提案内容に

多くの参加者が賛同を示した。しかし、マンハッタン区長

がシアター街区の拡大は8th Ave.西側に位置するクリントン
地区の住環境が悪化するとして修正を要求し、その点を修

正した提案内容が市議会で可決された。しかし、クリント

ン地区の住民は、容積移転量の拡大にも強く反対していた

ため、住民らは提案内容が州環境基準評価法の手続きを十

分に満たしていないとして市を告訴した
(8)。この裁判によっ

て改正内容の発効は 2001年まで遅れることとなった。 
 
4. 特別地区容積移転の活用実態 

4-1 特別地区容積移転による未利用容積の移転実績 
	 市財務局による不動産登記情報データベース 16)を用いて

2001年から 2015年までのシアター街区内の容積移転(9)を整

理したのが図 1と表 1である。2001 年の改正内容の発効に
よって、特別地区容積移転の活用自由度は大幅に拡大した

が、同年の米国同時多発テロの発生やドットコムバブル崩

壊による景気後退によって新制度による容積移転は2006年
まで行われなかった。しかし、2006 年以降は容積移転が順
調に進んでおり、2015年までに 8劇場で 16件の容積移転が
行われ、延床面積 59.7万 sfが地区内に移転された。この 8  
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劇場のうち 5劇場（図中 5番、6番、26番、35番、40番）
が7th Ave.から8th Ave.と44th St.から45th St.に囲まれたブロ
ックに集中している。同ブロックは、東端にアスターホテ

ルを建て替えしたワンアスタープラザ（1972年竣工）、西端
に 1,331室を有する老舗巨大ホテル（1928年竣工）があり、
ブロック内で容積移転を行うことのできる敷地統合の活用

が困難であった。また、南北に位置する隣のブロックにも

ランドマーク保全法による指定を受けた劇場が立地してお

り、道路を跨いだ容積移転を可能とするランドマーク容積

移転も活用することが難しかった。それゆえ特別地区容積

移転が も多く活用されていると考えられる。また、2015
年に特別地区容積移転が行われたNeil Simon Theater（図中
31 番）においても同様の立地状況にあったため、特別地区
容積移転を活用したものと考えられる。一方、 初に容積

移転が行われたHirschfeld Theatere（図中 28番）は、住宅環 

境の保全を目的とした

クリントン特別地区に

囲まれており、周辺で

大規模な開発が見込め

なかった。そのため、

早期に特別地区容積移

転で遠隔地に未利用容

積を移転させたかった

ものと考えられる。こ

のように、1998 年の特
別地区容積移転の改正

は、従来の手法では容

積移転することが困難

な場所にあった劇場の

容積移転を促進させた

といえる。 
�一方、容積移転先をみ

ると、シアター街区内

の広範囲にわたってお

り、オフィス、ホテル、

賃貸住宅の開発に活用

されている。例えば、

231 W 52th St. （図中B）
では、 All Hirschfield 
Theatre（図中 28番）と
St. James Thatre（図中 38
番）から 8.5 万 sf の未
利用容積を移転し、北

米で 高層のホテルと

なるコートヤード・マ

リオットホテル（高さ

229m、客室数 639室、
2013 年竣工）が建設さ
れた。また250 W 55th St. 
（図中D）では、Booth  

Theatere（図中 5番）, Shubert Theatre（図中 40番）から 15.7
万 sf の未利用容積を移転し、大手弁護士事務所や金融機関
が入居する 新鋭のオフィスビル（38階建て、延床面積 96
万 sf、2013年竣工）が建設された。 
	 こうした未利用容積の売買は、一般的に劇場所有者と開

発事業者の直接取引が主流であるが、一部には第三者が介

在する場合もある。2006月 6月に St. James Theatreから移転
された未利用容積は、2005年 2月に既に劇場所有者から不
動産投資会社に売却されていた。同社は、劇場所有者から

未利用容積の所有権を購入し、それを移転せずに一年間保

有した後で開発事業者へと転売した。こうした未利用容積

の転売や仲介は、ニューヨーク市では一般的に行われてい

る不動産取引であり、専門の仲介業者や弁護士が数多く存

在する。したがって、こうした市場環境が劇場所有者の未

利用容積の売買を円滑に進めている一因ともいえる。 

@P) �� � � � �#� ��"$ � � �!

1 2006/5 28 4M%;KQRFJIHMG BJHDSQH ,3'+*. IS, & -'12-'/,* 4 1/*%2SJ%4UH) ����

2 2006/6 28 4M%;KQRFJIHMG BJHDSQH 1'.-2 IS, & +'++/'1** 5 ,-+%C%/.SJ%AS) ^\_

3 2006/6 38 AS)%=DNHR BJHDSQH 11'2.* IS, & ++'010'*** 5 ,-+%C%/.SJ%AS) ^\_

4 2006/9 28 4M%;KQRFJIHMG BJHDSQH ,2'3*+ IS, & -'1/1'+-* 4 1/*%2SJ%4UH) ����

5 2007/4 28 4M%;KQRFJIHMG BJHDSQH 2'.2- IS, & +'.2.'/,/ 6 +-+(+-3%C%./SJ%AS) ^\_

6 2007/4 38 AS)%=DNHR BJHDSQH 3'.23 IS, & +'3/*'*** 6 +-+(+-3%C%./SJ%AS) ^\_

7 2007/4 6 5QPDGJTQRS BJHDSQH /.'2,* IS, & +*'30.'*** 6 +-+(+-3%C%./SJ%AS) ^\_

8 2008/1 5 5PPSJ%BJHDSQH 0*'0+2 IS, & +,'2*3'-2+ 7 ,/*%C%//SJ%AS) Z]Y[

9 2008/1 40 AJTEHQS%BJHDSQH 31'*+2 IS, & ,*'/*+'+13 7 ,/*%C%//SJ%AS) Z]Y[

10 2008/9 26 ?DLHRSKF%BJHDSHQ .2'+2* IS, & +,'.*.'*** 8 -*0%C%..SJ%AS) �

11 2009/2 5,6 5QPDGJTQRS DOG%5PPSJ 3'.2* IS, & -'13,'*** 9 +,*%C%.+RS%AS) �

12 2011/9 6 5QPDGJTQRS BJHDSHQ +2'*1/ IS, & .'*00'21/ : +,*%C%/1SJ%AS) ^\_

13 2012/1 5 5PPSJ%BJHDSHQ ,.'+** IS, & /'+,/'*** ; ,-1%C%/.SJ%AS) ^\_

14 2014/2 5,35 5PPSJ%DOG%AFJPHOIHMG ..'322 IS, & +.'+2*'20. < 1*+%1SJ%4UH) ^\_V	���

15 2014/2 6,26 5QPDGJTQRS DOG ?DLHRSKF /2'-3, IS, & +1'/**'*** = ,-3%C%/,OG%AS) ����

16 2015/6 31 @HKM%AKNPO%BJHDSHQ +3'11, IS, & 3'+00'-+0 > /0*%1SJ%4UH) ^\_

�� /30'032 IS, & +-/',10'.3*

��`����16`X
W��

図1 シアター街区における特別地区容積移転の位置関係 
  

表1 シアター街区における特別地区容積移転の活用実績 
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4-2 シアター街区ファンドへの負担金拠出状況 

�シアター街区ファンドは、特別地区容積移転を活用して未

利用容積を移転する場合、開発事業者から 1sfあたり 10ド
ルの負担金を徴収する仕組みとなっている。この単価は 5
年おきに未利用容積の市場価値を考慮して見直すこととさ

れており、2006年に 14.91ドル、2011年には 17.6ドルまで
増加している。このファンドへの拠出金額と容積売却金額

に占める拠出金額の割合を整理したのが図 2 である。これ
をみると 2006年からの 16件の容積移転によって、2015年
末までに 859 万ドルが開発事業者からシアター街区ファン
ドに拠出されている。次に容積売却金額に占める拠出金額

の割合をみると、2006年から 2008年までは 7%台であった
が、2008年下期や 2009年には 4〜6%の水準まで落ち込んで
いる。その後、2011 年には拠出単価の見直しもあって一時
的に 7%弱に回復したが、その後は再び 4〜6％に低下した。
これは、拠出単価が一定期間固定されていることで、不動

産市況の変化に対応出来ないことが要因であると考えられ

る。そのため、開発事業者間の公平性の観点から、負担金

の算出方法は問題を抱えているといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2 ファンドへの拠出金額と拠出金額割合の推移 

 
5. シアター街区ファンドの運営実態 

5-1 シアター街区ファンドにおける補助金活用方針 

�1998年改正に基づく特別地区容積移転が2006年に初めて
活用されたことを受けて、シアター街区協議会が 2007年 6
月に設置された。協議会は市長、市議会議長、マンハッタ

ン区長、都市計画局長に加えて、パフォーミングアーツや

シアター関係者 4 名から構成されている。なお、事務局な
ど常勤の職員は存在せず、市都市計画局から委託されたコ

ンサルタントや会計士がファンドの資金管理や補助金交付

の業務を代行している。協議会の達成目標には「ストレー

トプレイや小規模なミュージカルの制作を通してブロード

ウェイの長期的な成長のために効果的かつ効率的に補助金

を交付したか、新たな顧客開拓のために効果的かつ効率的

に補助金を交付したか、リスト化された劇場の利用と保全

を効果的かつ効率的に監視できたか」が掲げられている。

この達成目標に沿って各種団体から提案のあったプログラ

ム（ 大 18ヶ月）に補助金を交付しており、これまで 4回
実施して 1団体あたり 小 5万ドルから 大 50万ドルを交
付している。 
�提案されたプログラムは、6つの基準によって審査される。
第一は「提案にはそのプログラムがシアター街区に与える

影響を明確に記述しているか」、第二は「応募者は芸術・文

化・総務・財務の能力を有する組織であるか」、第三は「応

募者が営利団体である場合には補助金が慈善目的に利用さ

れることを適切に理解しているか」、第四は「提案にはプロ

グラムの持続可能性が立証されているか」、第五は「提案は

計測可能であり期間内に評価できる明確なゴールが存在す

るか」、第六は「提案されたプログラムには将来ミュージカ

ルやストリートプレイに携わる人材に対する育成としての

目標が含まれているか」である。これらの審査基準をみる

と、劇場をどのように保全していくかということよりも、

いかに活用していくかに重点が置かれており、シアター産

業全体の発展が重要視されているといえる。市担当者への

ヒアリング調査によると、劇場所有者は未利用容積の売却

によって多額の資金を得ており、その資金を劇場の保全に

充当させるためにも、シアター産業を持続的に成長させる

活動を支援していくことが重要であると考えている。 
 
5-2 シアター街区ファンドの補助金交付・活用状況 

�補助金の交付状況を金額ベースで整理したのが図 3 であ
る。これをみると、各種団体から提案のあったプログラム

への支援は 2009年から開始され、2009年は 10団体 116万
ドル、2010年は 15団体 215万ドル、2012年は 10団体 130
万ドル、2014年は 2団体 100万ドルが分配されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3 シアター街区ファンドによる補助金の交付状況 

 
	 プログラムは主に新規顧客開拓、コンテンツ制作支援、

人材育成に大別される。新規顧客開拓では、劇場初心者、

子供を有する家族、低所得者などに向けた低額チケットの

配布が多く、他に俳優と顧客の交流促進イベントの開催な

どが行われている。またコンテンツ制作支援には、ミュー

ジカルやストレートプレイの脚本作成費補助が多く、他に

衣装や舞台設備の作成費補助に交付されている。さらに人

材育成では、ブロードウエィの俳優、脚本家、監督などが
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協力して中学校や高校においてミュージカルやストレート

プレイの作成体験プログラムを開催したり、脚本家や俳優

などを対象とした奨学金付与が行われている。 

�支援を受けている団体は、既に同種の支援実績を有する劇

場所有者や文化芸術団体が多く、ファンドはこうした支援

の拡大に寄与しているといえる。例えば、2010年と 2012年
に公立高校でシアタークラスを開催支援した Atlantic 
Theater Companyは 1985年に創設され、これまで 150以上
のトニー賞を受賞している制作会社である。さらに演劇学

校Atlantic Acting Schoolを併設しており、ニューヨーク大学
芸術学部の脚本プログラムも担当するなど高い実績を有し

ている。同社では、将来のミュージカルやストリートプレ

イに携わる人材を育成するために、これまで市内 35カ所の
公立学校で 3,500 名の生徒に対して、出張公演や脚本・演
技・演出などの実践講座を提供してきた。 
	 こうした取り組みをさらに広げるため、2010 年に同社で
はシアター街区ファンドから 10.5万ドルの補助を受けて、
ブルックリン区にあるパークスロープ高校の 3 年生全員を
対象にした脚本作成プログラムを新たに実施した。そして

高い関心を示した数十名の生徒には、10 週間にわたるスト
リートプレイの制作体験プログラムも併せて実施した。プ

ログラムでは、自ら作成した脚本をもとに同社所属の専門

家による演技や演出の指導をうけて、シアター街区にある

劇場で友人や家族を招待して公演を行った。ヒアリング調

査によると、プログラムに参加した数名の生徒は、その熱

心な取り組みが高く評価され、同社から奨学金を受けて演

劇学校への進学を果たすなど、シアター産業の人材育成に

大きく寄与している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真1 製作体験プログラム（同社提供資料） 

 
	 一方、新たな顧客開拓に向けた取組みを継続的に展開す

るRoundabout Theatre Companyに対しても 2012年にファン
ドによる支援が行われた。同社は 1965年に設立され、市内
に 5 劇場を所有・運営しており、これまで学生向けの低額
チケットの販売や家族向けの割引チケットの販売を積極的

に実施してきた。さらに 2012年には、ファンドによる支援
を受けて、新たに 18 歳から 35 歳までの若年層限定の会員
プログラムHiptix（HipとTicketを組み合わせた造語）を開

始した。この Hiptix プログラムは、同社の全劇場のチケッ
トを25ドルで販売し、さらに定期的に会員向け交流会Hiptix	 
Partyを開催することで若年の地元客を増加させることを目
的としている。 
	 ヒアリング調査によると、こうした取組みをファンドが

支援する背景には、ミュージカルやストレートプレイにお

ける来場者の高齢化や地元客の減少がある。ブロードウェ

イの業界団体の調査 17)によると、2005年には来場者の 43%
が観光客であり平均年齢は 42歳であったが、2015年には観
光客割合が 63%、平均年齢が 44歳に高まっている。こうし
た観光客の多くは、観劇頻度が少ないために価格弾力性が

低く、定番作品を選択する傾向が強い特徴がある。そのた

め、近年ではヒット映画のミュージカル化やリバイバル作

品の増加、チケット価格の高騰（図 4参照）を招いており、
オリジナル作品の減少や小規模劇団の撤退などが危惧され

ている。こうしたシアター産業の行き過ぎた商業化を防ぐ

ためにも、ファンドでは減少する地元の若年層を対象とし

た新規顧客開拓を支援して、作品内容の多様性を確保する

ことに努めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4 来場者数とチケット単価の推移 

 
	 このようにシアター街区ファンドは、シアター産業の新

たな担い手の育成や新規顧客の開拓支援を通して産業の裾

野拡大に影響を与えており、歴史的建造物である劇場の中

長期的な稼働率向上に寄与していると考える。 
 
6. まとめ 
	 1998 年に創設されたシアター街区における特別地区容積
移転は、従来手法では困難であった劇場の未利用容積の移

転を促進し、より多くの劇場の保全に寄与している。さら

に同時に設立されたシアター街区ファンドは、特定の劇場

の保全や活用を直接支援するのではなく、シアター産業全

体の成長に資する活動に支援を行うことで、歴史的建造物

である劇場の中長期的な活用促進に影響を与えている。さ

らに、これらの取り組みによって容積移転による便益が未

利用容積を売却した劇場所有者だけに留まるのではなく、

他の劇場所有者にも裨益することが実現している。 
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	 一方、現在の負担金の算出方法は、不動産市況の変化に

よって開発事業者間で負担割合が異なるという課題があっ

た。市都市計画局では、この課題を解消するためにファン

ドへの資金拠出方法を変えるためのゾーニング変更を 2016
年 3 月に提案した 18)。この提案では、開発事業者は市が設

定した容積移転単価の 20%か、または実際の容積移転単価
の 20%のいずれか高い金額を拠出することを求めた。この
市が設定する容積移転単価は、不動産仲介会社による市場

調査によって 347 ドルに設定され、この単価が実際の取引
単価よりも高い場合、開発事業者は容積移転 1sfあたり 69.4
ドルを拠出することが想定された(10)。この提案は 11月に市
都市計画委員会で承認されたが、大幅な負担増加によって

容積移転の取引減少を懸念する不動産業界の強い抵抗によ

って、市議会での審議開始前に提案が取り下げられ、市都

市計画局は再検討を余儀なくされている 19)。 
	 しかし、こうした容積移転負担金制度は、ミッドタウン

特別地区のグランドセントラル駅周辺においても導入が検

討されており、新たなゾーニングボーナス手法として拡が

りをみせつつある。 
 
【補注】 

(1)   例えば、タイムズスクエア至近にあるニューアムステルダム劇場
（1903年竣工、図 1の 32番の劇場）は、1979年に市ランドマーク
保全委員会から歴史的建造物に指定された。しかし、同建物はシア

ター産業の衰退によって映画館に転用されたのち、1985年には来館
者数の減少によって閉鎖に追い込まれた。その後、同建物は 10年
以上放置された状態にあった。 

(2)   容積移転による効果やファンドによる資金を活用した各種活動の
効果を把握するには、様々な外部要因による影響も含まれるために

因果関係が特定できず、定量的に検証することは困難であると考え

る。そのため、本研究では、歴史的建造物の活用促進に向けた取り

組みを明らかにすることに主眼を置いた。 
(3)   ヒアリング調査は、2016年 9月 29日に市都市計画局、10月 12日
に補助金交付先団体であるAtlantic Theater CompanyとRoundabout 
Theatre Companyの担当者に実施した。 

(4)   タワー規制とは、タワー部の建築面積を敷地面積の 40%以内に制限
するものである。 

(5)   5つの劇場とは、ミンスコフ劇場、マルキス劇場、ガーシュウィン
劇場とサークル劇場、アメリカンプレイス劇場（現在はハロルド・

ミリアム・スタインバーグセンターに名称変更）である。 
(6)   例えばマルキス劇場の建設に際しては既存の 5劇場が解体された。 
(7)   さらに市はタイムズスクエア周辺の再開発を活性化させるため、新
規開発に対する税制優遇や、再開発が活発であったミッドタウンイ

ーストの容積率を 1,500%から 1,200%に減少させる一方で、ミッド
タウンウエストの容積率を 1,500%から 1,800%まで増加させるゾー
ニング変更（6年の期間限定）を実施した。 

(8)   ニューヨーク州環境基準評価法では、250万 sf以上の容積移転の可
能性がある場合には環境影響書の作成が必要であると規定してい

る。しかし、市は既に 1,100万 sf以上の容積移転が可能な状態であ
るため、この改正では環境影響書を新たに作成することが不要であ

ると認識していた。1999年、地方裁判所は環境影響書の作成は必要
との判断を下し、市は控訴したが上級裁判所においても同様の判決

が下されたため、環境影響評価を実施した後に改正内容が発効する

こととなった。 
(9)   シアター街区ファンドへの負担金拠出の対象である特別地区容積
移転による未利用容積の所有権移転のみを対象とし、敷地統合によ

る未利用容積の所有権移転や未利用容積に対する地役権や賃借権

の設定などは除外した。 
(10)  この市場調査は、3〜5年毎に実施するものとされ、さらに開発事業

者の負担によって市が随時実施することも可能とされた。 
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